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千代田区高齢者・障害者虐待防止推進会議 
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日時：令和６年１月２２日（月） 

１８：３０～２０：１５ 

場所：千代田区役所４階 会議室Ａ・Ｂ 
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■開催日時・出席者等 

日時 令和６年１月２２日(月) １８：３０～２０：１５ 

場所 千代田区役所４階 会議室Ａ・Ｂ 

出席者 

委員 

岸会長、松山委員、髙橋委員、大澤委員、佐藤委員、清水(尚)委員、

竹内委員、市川委員、服部委員、川上委員、山口委員、的場委員、池

谷委員、秋元委員、服藤委員、鈴木委員、川島委員、細越委員 

事務局 

【在宅支援課】菊池課長、岩﨑係長、宮本 

【障害者福祉課】清水課長、小坂部係長、新井主査 

【高齢介護課】清水係長 

欠席者 四宮委員、中嶋委員、八杖委員、増田委員、星野委員、後藤委員 

 

■議事録 

〈開会〉 

 

○清水 

それでは、お時間少し過ぎたところでございますので、開始させていただきたいと思い

ます。皆さん、こんばんは。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。これより、令和５年度千代田区高齢者・障害者虐待防止推進会議を開

催いたします。本日司会を務めます、保健福祉部障害者福祉課長、清水と申します。よ

ろしくお願いいたします。 開会にあたりまして、細越保健福祉部長より一言ご挨拶申し

上げます。 

 

○細越部長  

皆さん、こんばんは。保健福祉部長の細越でございます。本日は年の初めのお忙しい中、

お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。開会にあたりまして、一言ご挨

拶申し上げます。虐待防止の取り組みというのは大変重要であることは論を持ちません。

区は様々な機会を通じて、啓発を含めて取り組んでまいりました。今日も委員の高橋先

生から、虐待の講義を予定しているところでございます。虐待は絶対にあってはならな

いと考えておりますが、残念ながら皆さまご案内のように、新聞報道等で、高齢者施設

とか、または障害者支援施設で、そういった事案が後をたちません。昨年も申し上げま

したが、大切なことは、こういった虐待を起こさせない、起きにくい環境、しくみをつ

くることが大切だと思っております。本日の推進会議は、その取り組み、しくみ作りと

なればと思っております。そういった意味で各専門分野の知見を頂ければと思っており
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ます。本日は別の会合ございまして、中座させていただきますが、有意義のある会にし

ていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○清水課長 

それでは、これより恐縮ながら着座にて、本日の推進会議の成立について、ご報告させ

て頂きます。推進会議等設置要綱第 7 条第２項の規定に基づきまして、委員の半数以上

の出席が開催の条件とされております。本推進会議の定数は 24 名、現在 17 名の出席を

いただいておりますので、本日の推進会議は成立していることをご報告いたします。な

お、本日、四宮委員、中嶋委員、増田委員、星野委員、八杖委員、後藤委員から、ご欠

席の連絡を頂いております。また、川島委員は、遅れて出席との連絡を頂いております。 

委員の皆様には、令和５年４月 1 日より令和８年３月 31 日までの３年間、委員のお願

いをしております。今年度も引き続き宜しくお願い致します。 

今回、皆様には委嘱状の交付をさせていただいております。本来であれば、お一人ずつ

委嘱状をお渡しすべきところですが、時間の都合上、机上配付とさせていただいており

ますので、ご確認をお願い致します。 

また、今年度の委員の皆さま、および事務局職員につきましては、時間の都合もござい

ますので、本日机上に配布しております名簿をもって、紹介に代えさせていただきます。 

なお会長は今年度も引き続き、東邦大学の岸委員にお願いしておりますので、岸会長よ

り一言ご挨拶と自己紹介をお願い致します。 

 

○岸会長 

皆様、こんばんは。足元のお悪い中、ご参上いただきまして、ありがとうございます。

ただいまご紹介いただきました東邦大学看護学部の岸と申します。日頃は看護学部で教

員として、看護職の育成の方に努めております。また、研究では、高齢者の虐待やセル

フネグレクト、ごみ屋敷にいらっしゃる方とかですね、そのような方の支援に、支援に

ついて研究をしております。え～、１６年間東京の板橋区と北区で保健師をしておりま

したので、そういった経験を踏まえて、今日、有意義なディスカッションができればと

思っております。本日、どうぞ活発な意見交換をよろしくお願いいたします。 

 

○清水課長  

岸会長、ありがとうございました。それでは本日の会議ですが、次第のとおり「報告」
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と「議題」に分けて進行させて頂きます。昨年度は、事前資料とともに、質問状を皆様

に送付させていだきましたが、今年度は質問状は送付しておりませんので、事務局から

の報告後に、ご質問の時間をとらせていただきたいと思います。また「議事」につきま

しては、今回は高橋委員より「判断に迷う虐待事案について」ご講義を頂いたうえで、

模擬事例に基づいた意見交換を実施して頂きますので、皆さまの活発なご意見を頂戴で

きればと思います。 

次に配付資料について確認させていただきますが、前面、岸会長のお隣ですね、前面に

モニターで表示をさせていただいているとおりとなります。資料さまざまございますが、

あの、進行途中でもないものがございましたら、手を挙げていただければ、お呼びいた

だければと思います。今時点で、何かないという方はいらっしゃいますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

また、皆さまのご発言につきましては、会議録を作成する関係で録音させていただき、

後日、区のホームページで公開することになっております。会議録の案ができましたら、

皆さまに送付して、ご確認いただきますので、よろしくお願いいたします。 

ここまで、私が議事進行を務めましたが、ここからは、岸会長に議事進行をお願いいた

したいと思います。それでは、岸会長よろしくお願いいたします。 

 

○岸会長 

はい、それでは、次第に沿って進行していきます。終了は、午後 8 時 15 分頃を目途と

いたしますので、スムーズな進行にご協力をお願いいたします。また、発言の際にはお

手数ですが、挙手をしていただき、ご指名させていただきましたら、ご所属お名前を言

っていただいて発言をしていただくよう、ご協力をお願いします。 

報告と議事の進め方でございますが、次第４の「報告」では高齢と障害の事務局から報

告をして頂きます。その後の次第５の「議事」については「判断に迷う虐待事案につい

て」の講義と、委員の皆様によるグループごとのディスカッションを行いますので、ど

うぞ活発なご意見をお願い致します。 

それでは、まず、次第４の「報告」に入らせていただきます。事務局からご説明をお願

い致します。 

 

○岩﨑係長  

在宅支援課相談係長の岩崎です。事前に配布しました資料の概要をご説明させていただきま
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す。まず資料１－（１）令和５年度、資料１－（１）です。時間の限りもございますので、

要点のみのご説明とさせて頂きます。事業内容の「相談実績」ですが、虐待の相談件数は令

和３年度までは横ばいで推移していましたが、令和４年度は前年度と比較して約２割、件数

が減少しています。４年度は特に高齢者あんしんセンター麹町と在宅支援課の相談件数が減

少しておりますが、その理由として、令和３年度までは虐待と認定されなくても、疑いがあ

るケースすべてに対し、システム上で相談内容の「虐待」の項目をチェックしておりました

が、４年度以降からは虐待認定されたケースのみにチェックがされるよう徹底されたことが

要因と考えています。 

また「虐待認定件数」ですが、令和２年、３年度と比較すると、４年度は認定件数「３件」

と減少しております。これは虐待の芽となりそうな初期の段階での通報が増え、結果として

虐待の発生を未然に防ぐことができたこと、また令和３年度以降、「虐待評価シート」や

「リスクアセスメントシート」を用いることにより、さらに客観的な視点を持って虐待の評

価するようになり、認定数が絞られたことが理由かと考えています。 

虐待に関する会議体は（２）に書いてある通りですが、「高齢者虐待防止ネットワークケー

ス会議」は虐待事案が発生した時、緊急保護などを要する場合や対応困難な場合に随時開催

しておりまして、昨年度は１件実施しております。 

普及・啓発活動は（３）に書いてある通りですが、千代田区高齢者虐待防止 DVD 研修は令和

３年度より開始している取り組みです。出張形式で関係機関に赴き、DVD の上映と講義を実

施しておりまして、令和４年度は 19 回、今年度は１２月末時点で１４回実施しております。

その結果、研修を受けた関係機関からの通報件数が増加し、早期対応につなげることができ

ました。 

千代田区の高齢者虐待防止事業の報告は以上の通りとなります。 

 

続きまして資料１－（２）高齢者虐待の状況、比較集計をご説明いたします。 

なお施設従事者による高齢者虐待につきましては、この後、高齢介護課より報告がございま

す。こちらの今回の調査ですけれども、千代田区の統計はほぼ東京都と同じ傾向にあり、千

代田区だけが突出した特徴的なデータはほとんどございませんでした。簡単に要点のみご報

告致します。 

２ページ目・表２をご覧ください。相談・通報件数は令和３年度 15 件に対し、令和 4 年度は

21 件と増加しております。また東京都と同じく、通報者数で最も多いのは２年連続ケアマネ

ジャーでした。 
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４ページ目・表５をご覧ください。虐待の発生要因ですが、東京都では虐待者側の要因とし

ては a）介護疲れ・介護ストレス、b)虐待者の介護力の低下や不足、e)知識や情報の不足・

理解力の低下の数が上位を占めおり、これは千代田区もほぼ同じ傾向にあることがわかりま

した。その一方で、家庭の要因として、東京都は a)経済的困窮の数が一番多いのに対し、千

代田区は令和 3 年、令和 4 年ともに１件と少ない傾向にあり、これが千代田区の特徴を示し

ているものではないかと考えました。 

続いて５ページ以降・表の６から 11 を併せて説明します。虐待の種類ですが、令和４年度は

認定件数が少なく、種類もばらつきはありますが、令和３年度は身体的虐待が最多で、深刻

度は２（中度）が最多、被虐待者は 80 代以上女性が多い傾向にありました。また介護度は

「要介護１」に集中するなど、比較的介護度の低い方が虐待を受けている状況が多いことが

わかりました。 

続いて８ページ目・表１８と９ページ目・表２０についてです。虐待対応としては、分離は

せずに養護者への助言・指導を実施するとともに、サービスの見直し・調整などにより在宅

での生活を継続させた事案が最多となりました。 

統計報告は以上になります。 

 

○新井主査 

障害者福祉課の新井と申します。障害者の虐待防止について説明、報告をさせていただき

ます。配付資料の資料２―（１）（２）が障害者虐待の実績報告となりますので、お手元に  

ご準備くださいますようお願いいたします。着座にて失礼させていただきます。 

まず資料２―（１）をご覧ください。 

障害者虐待の「相談実績」ですが、虐待相談窓口は、区内に３か所ありまして、障害者虐

待防止センターは障害者福祉課内に専用電話を設置して 24 時間対応しております。虐待相

談件数は、令和３年度から令和５年 11 月末までの集計で、全体として増加傾向となってお

ります。①の障害者虐待防止センターへの入電件数は、令和３年度は 38 件、令和４年度 47

件、令和５年度 11 月末現在で 50 件と緩やかに増加しています。②障害者福祉課への相談件

数は、令和３年度 44 件、令和４年度 144 件、令和 5 年度は 11 月末現在で 178 件となってお

りまして、明らかに増加傾向です。 

相談・通報者の内訳は、精神障害者からの相談が最も多くなっておりまして、そのうち８

割程度はご本人からの相談となっていますが、知的障害者ご本人からの相談は殆どなくて、

件数もかなり少ないため、支援者側の虐待への意識が特に重要なのではないかと感じている
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所です。 

同じ資料の３ページ目（２）「認定実績」ですが、令和４年度に身体的虐待１件、令和５年

度は既に性的虐待として１件虐待として虐待認定しております。いずれも虐待種別は施設従

事者となっております。 

 それでは次に資料２－（２）をご覧ください。こちらの資料の 12 ページ目の表２５－１

市区町村における事実確認の状況ですけれども、事実確認調査を行っていない事例は、調査

不要と判断したわけではなくて、連絡手段がメールだったりですとか、匿名かつ住所地不明

であったり、電話相談でありましても連絡先等の個人情報を教えていただけなかったという

理由等から事実確認調査を行えなかったという事例もあります。件数としては少ないのです

が、虐待疑いの通報であっても、このように対応できない事例があることも課題と感じてい

るところです。 

以上が、千代田区の障害者虐待に関する状況報告になります。 

 

○清水係長 

高齢介護課介護事業指定係長清水でございます。わたくしからは資料３研修の実施について

ご報告をさせていただきます。令和元年度アンケート依頼ですね、２、３、４，５と４年間

毎年１０月に研修を実施しています。今年度は、あの、これまでの蓄積を踏まえてグループ

ワークを中心とした研修という形で実施をさせていただきました。今年、昨年１０月に実施

し１７施設３１人参加、あの、まあ、コロあけてからの実際に集合形式で研修ができるよう

になりまして、参加者も増えております。内容についても徐々に進化をしていると考えてお

ります。来年度についても、さらによい研修ができるように、えー、考えてやっていきたい

と思いますので、施設関係の方、ご協力のほど、よろしくお願いします。えー、以上で高齢

介護課からの報告となります。 

 

○岸会長 

ご報告ありがとうございました。高齢者虐待、そして障害者虐待と高齢介護課から最後

にご報告いただきました。かなりかいつまんでお話いただきましたが、皆さんの方でご

質問等ございましたら、ぜひ積極的にお願いいたします。いかがでしょうか。お手をあ

げていただければと思います。いかがでしょうか。今、一生懸命めくって読んでいると

ころかと思いますが。皆さん、考えている間に私の方からよろしいでしょうか。あの、

３番目に説明があった、研修の実施、かなり充実した研修だったということアンケート
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で伺えるんですけれども、あのオンライン配信も行って、グループワークを取り入れた、

あの、やり方ということで、よりステップアップできたのかなと思うんですけれども、

グループワークはどんな内容をテーマにして研修では検討されたんでしょうか。 

 

○清水係長 

内容まで詳しく覚えてはいないのですが、講師の川崎先生の方から、案件を２件作成し

ていただいて、それに対してグループワークを行い、内容的には不適切介護というんで

しょうか、施設内での、あの事件事故に対して、どういった形でアプローチしていくの

か、特にあの、予防を中心にしてどういった形で、その芽をつんでいくのかということ

について、主にお話をしていただいたというふうに考えております。 

 

○岸会長 

ありがとうございます。まあ、具体的事例でイメージをつけながら講義で聞いたことを

ですね、より実践できることに繋がったのではないかなと思います。これ、オンライン

配信は、グループワークはされないで、講義部分のみの配信だったのでしょうか。 

 

○清水係長 

はい、グループワークについてはすみません、オンラインではできませんので、講義の

部分のみという形になっております。 

 

○岸会長 

あの、まだ、コロナが完全に終息はしてないですけれども、ぜひ対面でグループワーク

を踏まえた研修を増やしていただけるといいいのかなと思いました。ありがとうござい

ました。他にはいかがでしょうか。 

 

○市川委員 

はい、よろしいですか。 

 

○岸会長 

はい、お願いいたします。ご所属お名前言っていただいてもよろしいですか。 
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○市川委員 

民生委員の市川です。虐待で認定されなかったとかいう方には、その後、フォローとか

そういうことはなさって、何か原因があって多分どちらかで通報されていると思います

ので、その時は何ともなくても、そういう芽があるのを、少なくてもフォローをしてい

らっしゃるのかなと思って。その時点で終わっちゃうのかなと思って。その辺が、はい。 

 

○岸会長 

事務局の方、お願いいたします。 

 

○岩﨑係長 

はい、調査をしまして、認定されなかった事例でありましても、介護力が不足している

だとか、課題があることが多いので、引き続きフォローしております。 

 

○市川委員 

ありがとうございます。 

 

○新井主査 

障害の方に関しましても、同じようにはなります。何かしら問題があってこちらにご連

絡いただいている状況ですので、区として虐待と判断しなかったとしても、家族関係の

調整ですとか、各部署と連携をとりながら、支援させていただくことが多いと感じてい

ます。 

 

○岸会長 

よろしいでしょうか。はい、他にはいかがでしょうか。 

 

○的場委員 

よろしいですか。 

 

○岸会長 

はい、お願いいたします。マイクお願いいたします。 
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○的場委員 

千代田区立障害者支援センターえみふるの的場と申します。よろしくお願いいたします。

えーとですね、養護者による高齢者虐待の状況の比較集計のですね、４ページのところ

で質問なんですが、虐待の原因の次の虐待者の介護力の低下や不足というのがあるんで

すが、こちら、差し障りない範囲で構わないんですが、具体的にこういった、どういっ

たような、あの内容のものが該当しているかっていうのをちょっと教えていただければ

と思います。お願いします。 

 

○岸会長 

はい、えーと、資料１－（２）の４ページの表５の虐待者側の要因のｄの虐待者の介護

力の低下不足というところ、具体的にご説明いただければということです。いかがでし

ょうか。 

 

○岩﨑係長 

色々な事例があるですけれども、介護サービスを入れることに対して拒否感がある事例

ですとか、介護の仕方をご理解されていない等ありますので、粘り強く介護サービスを

ご利用していただけるように支援していったり、あるいは介護の方法を「こうした方が

よいですよ」と説明するなど介護者の方にアプローチしています。 

 

○岸会長 

よろしいですか、ご質問の方。 

 

○的場委員 

はい、そういうことは、そういったサービスの知識がないことによって、ネグレクトみ

たいな、そういったような内容のものが発生している、っていうことになるんですかね。 

 

○岩﨑係長 

介護者の方が、外部の方、ケアを入れたくなくて、ご自分だけでやって、ご自分だけで

は担いきれない事例も見受けられますので、やはり虐待防止のためには、いろいろな方

の目が入ったほうがいいですし、介護者の方の介護負担を減らすという意味では介護サ

ービスをご利用いただくように、いろいろなサービスがありますので、こういったサー
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ビスをご利用されてはいかがでしょうかとお勧めして、受け入れていただく努力をして

います。 

 

○的場委員 

あ、はい、というのもですね、あの、例えば、障害の場合ですね、この内容に該当すれ

ば、まあ、支援力のまあ、低下ですとか不足っていうところにあたるかなと思うんです

が、特にあの、障害の場合、知的障害とかで、あの強度行動障害というのがありまして、

特に暴力だったり、破壊行為、あとこだわり的なところですかね、っていうのがあるん

ですが、やはりこう、家族っていうよりは、支援員のそこらへんの低下っていうところ

で、あのそういう問題行動って言い方したら、ちょっとあれなんですが、そういう行動

があった時に、支援員の低下によって、支援員がまあ、こう、イラっとしてしまって暴

力ふるってしまったり、あのそういったケースがちょっとあったりもするので、それが

まあ、高齢者の場合、どういったケースがあたるのかなというのが、すみません、私の

方でいまいちイメージがつかなかったもので、今のお話ですと、ご家族のケースが多い

のかなというところだったのですが、ちょっとすみません、あんしんセンターの方にお

伺いしたいのですが、あの、支援者、介護者っていうんでしょうかね、高齢者の場合で

すと、介護力不足のまあ、低下や不足、まあ無知っていう表現もあるのかもしれないで

すけど、そういったケースで施設内で、そういう虐待みたいなのが、ちょっとここでは

載っていないのかもしれないのですけど、そういったケースが、そもそも高齢者の場合、

存在するのかというのを、ちょっとお伺いしたいんですけれども。 

 

○岸会長 

あんしんセンターの方から、ご回答いただいてもいいですかね。実際の現場での話を。 

 

○鈴木委員 

高齢者あんしんセンター麹町の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。今の障害

のお話聞いてて、なるほどなと思ったのですが、高齢分野ではですね、毎回、施設にお

いて言うのであれば、介護士の知識不足で経験不足でっていうのは、少なからずはゼロ

ではないと思うんですけれども、それが実際虐待に繋がっているかというと、あまりな

いのではないかと思います。で、ここにある虐待者の介護力の低下や不足ですとか、あ

とはｆの理解力の不足や低下っていうところが介護の分野、高齢者の分野では大きいか
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なと思っておりまして、まあ、例えば介護をしている子供世代の方がですね、自分の親

は薬飲めているから大丈夫だよということで認知症を正しく理解していない、あとは食

事を置いておいたから食べているはずだよっておっしゃるんですけれども、置いとくだ

けでは食べなくて促しが必要という、認知症の進行を理解できていないっていうところ

で、えー、虐待に繋がっているというのが多いのかなと思います。なので、障害の方の、

その、暴力的な声が出てしまって、暴力的な声が出てしまった、たまに高齢者でもある

んですけれども、それが介護士による、あの、知識や経験の不足から虐待が起きている

っていうことはあまりないのではないかというふうには、ちょっと感じております。神

田の川島センター長いかがでしょうか。 

 

○川島委員 

高齢者あんしんセンター神田の川島と申します、遅れてきて申し訳ありません。的場さ

んのご質問に添えるかどうか分からないんですけれども、どこかでも、私、申し上げた

んですが、私たち支援者が家族のアセスメントを掘り下げていかないと、ともするとそ

の家族にはその力がないのにやってください、やってください、あなたの役割ですよ、

なぜならば家族なんだからっていうふうに、これ、私たち地域包括のケアマネージャー

さんにも起こりうるんですけども、追い込んでしまって、その家族が、あの負担に感じ

て、ストレスに感じて、手が出てしまう、言葉が出てしまうってことがあって、私たち

も追い込んでしまっているんじゃないか、追い込まないようにっていうことは支援者側

としては肝に銘じないといけないなというふうに、常に職員間では共有しているところ

です。以上です。 

 

○岸会長 

的場さん、よろしいですか。 

 

○的場委員 

はい、大丈夫です。ありがとうございました。 

 

○岸会長 

障害とね、高齢と少し違う部分もあるかと思いますし、共通する部分もあるかと思いま

すが、具体的な事例をお話いただいてありがとうございました。では、そろそろですね、
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あの、次のところにいきたいと思いますので、質疑応答の時間は終了といたしますが、

追加のご質問ご意見がございましたら、本日配布したアンケート用紙の方にご記入頂き

まして、お帰りの際に、事務局にご提出していただければと思います。では、議事の方

に入らせていただきます。こちらは講義とありますけれども、判断に迷う虐待事案につ

いて、えー、髙橋委員より、今日はお話を頂きたいと思います。これから 30 分くらい

講義をしていただきまして、その後にディスカッションに入らせていただきたいと思い

ます。それでは、髙橋委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○高橋委員（講義） 

皆様、改めまして、こんばんは。東京社会福祉士会の方から選出区分できております髙

橋智子と申します。どうぞ宜しくお願いいたします。私の方は、今、申し上げたように、

この会議では、選出区分としては、東京社会福祉士会なんですけども、所属としては皆

さんのお手元のですね、資料４のところに書いてある所属、東京都保健福祉財団の人材

養成部というところで、東京都高齢者障害者権利擁護支援センターという東京都から委

託を受けてですね、実施している事業のところの相談の担当をしております。今日は、

そのことも踏まえてですね、お時間いただきまして、テーマいただいたのが、判断に迷

う虐待事案についてということですので、少し前半、基本的なそれこそ知識であるとか、

虐待防止法に関するですね、高齢者障害者の例外的なところを皆さんと一緒におさえた

うえで、今回創作事例にはなるんですけれども、よくある事例といった形で一つ事例を

通して皆さん、今日、それぞれでのお立場でのご参加かと思いますので、感じたこと気

づいたこと、そんなところをディスカッションしていただく、それが、未然防止のとこ

ろに繋がっていければと思っておりますので、宜しくお願いいたします。では、着座に

て失礼いたします。 

まずですね、資料については、資料４、資料５、資料６という形で当日配布していただ

いているものの３種類を使ってまいります。で、前半の講義が資料４と一部ですね、資

料６の別紙になりますけども、使ってご説明させていただきます。資料５は後半にディ

スカッションのところで使用していきますので、まずは、お手元に資料４と資料６の方

をご用意いただければと思います。 

で、この、千代田区の会議は高齢者障害者の虐待防止ということで、一体的に行ってい

る取り組みは素晴らしいなと思います。というのも、今日創作してきた事例もですね、

実は障害者虐待だったり、高齢者虐待の両方が起こっているんじゃないかなというとこ
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ろで、やはり複合的な課題を抱える家族のところにですね、あの虐待というものが起き

やすかったりということもあるので、やはり一体的にこの虐待を防止していくっていう

ことは非常に重要かと思います。で、ただそれぞれ虐待防止法というものが制定されて

いて、それが基本法となってですね、対応していくので、少し高齢者と障害者の虐待防

止法の違うところもありますが、共通の部分含めて中心にですね、今日、確認していき

たいなと思います。で、虐待防止法の目的ですが、高齢者障害者それぞれのですね、尊

厳保持と権利利益の擁護に資するためにですね、この法律は作られています。ですので、

まず、虐待を防止していくことで、高齢者の尊厳保持と権利を守るのですが、そのため

にはですね、養護者支援、要は、介護だけではありませんけれども、家族等とですね、

その障害者高齢者を支援している親族等の支援も必要だというところになります。で、

ただし養護者支援が最優先にされていくのではなくて、やはり、高齢者障害者の安心安

全を優先したうえでの養護者支援っていうことにも注意しなければならないということ

になります。そして、虐待防止法では、家族、ま、養護者による虐待だけではなくて、

さっきの報告にもありましたように、介護施設の従事者であったり、障害者施設の従事

者、そして使用者ですね、による虐待を定義してますので、この虐待防止法においてで

すね、適正な事業運営を確保していくということも虐待防止法の主たる目的というふう

になっています。で、そうした目的を達するために、虐待をどう捉えていくかといった

ところになるんですが、高齢者も障害者も虐待防止法もそれぞれ虐待の種別としては、

身体的虐待、心理的虐待、放棄放任、性的虐待、経済的虐待という５つの累計が定めら

れていますが、共通して、そして重要なのが、虐待をしている側の、そして虐待を受け

ている側の自覚は問わないということなんですね。なので、特に障害者虐待の全国の調

査結果をみますと、発生要因の最上位は、虐待者に虐待をしているという認識がないと

いうのが、多く挙げられています。なので、そこでも分かるように、やっている側は決

していじめてやろうとか、虐げてやろうとか、そういうような気持ちを持っていなくて

も、結果的客観的にみると、権利擁護、尊厳保持が保てられていなかったりというとこ

ろになっていきます。で、それぞれ、虐待を防止していくための法律になりますので、

やはり、小さな芽と感じるようなところから、要は虐待と疑われる、不適切だなあと思

われる、そういったところからですね、虐待の疑いがあると捉えて防止的に対応してい

くっていうことが、とても重要になります。そうしておかないと、この三角形のてっぺ

んのところにある赤い部分になりますが、それこそ、事件性のあるようなですね、虐待

者が逮捕されてしまうとか、刑事罰を受けるような、そういう、まあ、報道されるよう
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なものをですね、深刻化していくってことがあるので、やはり虐待も権利侵害の一つで

す。権利侵害は軽微なものから深刻なものに進行していく性質もありますので、より小

さなところからですね、その芽を摘んでいくっていうことが重要になっていきます。 

で、あの類型に関しては、じゃあ、どういうものが虐待に該当するのかっていうところ

の基本的な考えは、厚生労働省が高齢者も障害者も手引きマニュアルを作っています。

ちょうどですね、令和５年度、今年度、それぞれマニュアルが改訂されました。で、高

齢者に関しては、令和５年３月なので、令和４年度中の改訂にはなるんですが、オープ

ンになったのが６月くらいになりますので、あの、ほぼ今年度って形になってます。で、

障害者の方は、毎年、微改定をしている中では、７月にですね、あの、少しマニュアル

の方も変わっています。で、今日、資料６としてですね、それぞれの虐待の類型の部分

のページを抜粋して持ってきました。まずは、どういったものが虐待にあたるのかって

いったところも知っておく必要がありますので、よろしかったら、今回、いい機会かと

思いますので、日々の実践の中で、あれ、これってって思った時にですね、見ていただ

ければと思うんですが、でも、あくまでも一例です。ここにあるからではなくて、考え

られる具体的な例、そしてこれまで虐待と判断されてきたものが、それぞれの調査等で

も分かっていますので、そういったものを厚生労働省の方が、分かりやすくですね、ま

とめているにすぎないというふうに思っていただいた方がいいと思います。ただ、知ら

ないと見過ごしてしまうっていうこともあるので、やはり、あの、基本的にはここに挙

げられている例といったところは、ご参照いただいた方がよろしいかなっていうふうに

思います。で、あのせっかくなので、改訂されましたよっていったところで少し、どん

な部分が追加されたのかっていうのをお伝えしておこうと思うのですが、資料６のペー

ジ数がヒゲが付いているものは、マニュアルの元々のページ数で、下のですね、ちょっ

と太めのページ数がこの資料の分の通し番号、ページ数というふうにみていただければ

と思うのですが、その１ページ目のところ、高齢者の方になりますが、身体的虐待の④、

本人の行動を制限したり、外部との接触、意図的、継続的に遮断する行為とありますが、

これのですね、上のまるポチの２行目にボディースーツを着せて自分で着脱できないっ

てするってことで、ボディースーツってのが具体的に今回の改訂で加わっています。そ

れから、同じ１ページの今度、介護世話の放棄放任の③の下ですね、孫が高齢者に無心

して無理にお金を奪っているのを放置する、では孫っていうのが、養護者に該当するよ

うな関りをもっている時もあるかもしれませんが、基本的には高齢者の特に世話等をし

ていない、けれどもお金を奪っている、それを本来、養護者である、例えば息子とか娘
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とかがですね、見過ごしているというか放置しているとなると、その見逃している娘な

り息子なりの養護者による放棄放任だよといったところで、ここが具体的にも入りまし

た。また、ページめくっていただいて２ページ目、性的虐待なんですけども、以前は、

本人の同意のないという、同意の有無ですね、入っていたんですが、昨年の７月に刑法

の方の性的、性犯罪のところも改正されて同じですけども、同意かどうかは問わないっ

ていったところで、心身の状態であるとか虐待を受けているような状態におかれて、そ

ういった同意を表明したり、できないよっていったところが入ってきたので、高齢者の

方のマニュアルの考え方のところも本人の同意の有無に関しては削除されているってい

ったところが特徴的にはあります。また、その下の経済的虐待のところですが、今度は

本人の合意なしにといったところで、ここはですね、説明が追加されました。虐待類型

の２番目下の表の下の米印の２っていうところにありますけれども、本人の合意の有無

については認知症など、金銭管理状況や使途について理解の上で同意する能力がない場

合や、養護者または親族の関係性や従属性、従来の世帯の状況から、異議を言えず半ば

強要されている場合とかもあるので、この合意は本人の合意はあるかということを慎重

に判断する必要がありますよっていったところが大きく加わりました。また、経済的虐

待の具体的な例、下のまるポチになりますが、下から４つめの年金や預貯金を自分の借

金返済等のために、要は養護者自身がですね、借金返済のために使ったり、また、その

２つ下、下から２つ目ですが、世帯の生活が苦しいので、高齢者本人に必要な使用より、

他の家族の使用を優先させる、とかですね、施設入所しているのに本人の同意なく自宅

の改造費にその本人の預貯金を使うとかっていうのが、かなり具体的な例が、このマニ

ュアルの改訂によって、加わっているといったところはおさえておいていただきたいな

っていうふうに思います。今日は時間の関係で、あのこの後の全てに関してですね、あ

の、お伝えすることはできませんが、ぜひこの具体例のところはご確認いただけるとよ

ろしいかなと思っています。 

ちょっとスライドの方に戻りますが、ま、この虐待かどうかっていったところの判断に

関しては、高齢者虐待の従事者虐待においては、少し前に、もう 10 年以上前になりま

すが、平成 22 年に一度ですね、虐待の解釈通知というのを厚労省が出していて、その

時にどんなことが書かれていたかというと、皆さんのお手元の資料ですと、水色の四角

枠に書いてある通り、入所者を車いすやベッド等から移動させる際に、必要以上に身体

を高く持ち上げたとか、入所者の裸の姿を携帯電話で撮影し、他の職員に見せたり、顔



 

   １６ 

に落書きをして、それを写真に撮って、また他の職員に見せたりっていうことが、ある

施設で、極めて不適切な行為にしたんですが、国はいえいえ、それは、この虐待防止法

では虐待ですよっていうことを、この解釈通知では述べました、それ以降ですね、この

四角に入っている具体例は、先ほど見ていただいた資料６の高齢者虐待の施設虐待の具

体例の中にもそれぞれ入っているんですね。で、ただ、これぐらいしか通知っていうの

は出ていないので、やはり責務のある市町村が最終的には判断をしていくっていうかた

ちにはなっていく、なので、あの、全部不適切で終わらせるのではなくって、特に高齢

者の方は今回の改訂のマニュアルで不適切な介護とか不適切ケアっていう言葉を一切省

いたんですね。要は先ほどの三角形を思い出していただければ分かるんですが、不適切

なケアっていうのは、イコール虐待が疑われる状態になるので、そこからですね、虐待

防止法で、あの対応していきますよっていったところが言われるようになりましたので、

ここの部分がですね、お伝えしておきます。とはいっても区市町村の方でも判断するの

は迷ったりします。で、あの今日の後半の事例にもそうですけれども、その中でも特に

判断に迷いやすいっていったところで、今回はネグレクトの部分と経済的虐待のポイン

トの部分をちょっとお示しをしたんですが、先ほどの報告の中でもご質問であったよう

に、この発生要因のところは、例えばネグレクトになるんですかね、というのもあった

かと思うんですが、まさにこの介護世話の放棄放任、障害の方では放棄放置と言います

けれども、一生懸命介護をしているんだけれどもといったところがあると、それを虐待

と言ってしまっては、それこそ可哀そうではないだろうかというですね、考えも出てき

たりするんです。なので、すごく難しいなって時には、是非おさえておいていただきた

いのが、そのネグレクトによって高齢者や障害者の生活環境とか身体、精神状態が悪化

して見過ごせない状態になってないかってところが少なくともですね、確認をしていた

だきたいポイントになります。で、その介護が足りない、世話が足りないっていった理

由の中には、あの、知識とか技術だけじゃなくって、その方の能力だったり、あとは働

きながらケアをしているというふうになると、やりたいけど十分な時間がとれないとか

ですね、一所懸命やっているんだけども、不本意ながら、客観的にみると当事者のです

ね、尊厳を損なうような生活に陥っていることもあります。なので、客観的って言った

ところも結果的なネグレクトといったところも発生してきます。一方で、本当に世話を
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しないっていうですね、あの、悪質な事例っていうのもあり、特にこのネグレクトは、

千代田区は深刻度が２くらいのが一番多いですってお話がありましたけれども、一番、

こう深刻度的には重いですね、事案が出てきたりってことで、命に係わるような、事態

ってことも起こりやすかったりするので、やはり、適切に判断をしていくっていうこと

は重要になります。もう一つ、迷いやすいことが、先ほど、具体例のところで、同意の

話をしましたが、経済的虐待もそうなんですね、あの、ご家族ご本人に聞くと納得して

いるよー、あの家族が管理すること、しかも任せてるっていうふうな形で話されること

もあると思うんですね。自分だけだと分かんないから、お金の管理は家族に任せてるん

だ～というところがあったりするんだけども、実際はですね、サービスが、それこそ必

要な状態であったとしてもお金がないからっていうことで、必要なサービスを家族が入

れるのを渋ったりであるとか、サービスは入れているんだけれども、お金を管理してい

る家族が支払わない、要は滞納が何十万、何百万っていう形で、それは家族が管理をし

ているから、家族の負債ではなくて、やはりご本人のお金なので、そうやって滞納して、

負債になっているのは、あくまでも、ご本人の負債になっていますので、本人に不利益

な状態ってことがあります。ですので、やはり、経済的な虐待を判断する時も本人が同

意しているっていうけども、本当に本心から分かって同意しているのか、それとも同意

しないと怒鳴られる、叩かれるっていうところがあるから、表面的にですね、同意して

いるってことはないかな、ってとこも含めて、確認をしていくことが必要です、ここで

もネグレクトの時と同じで、その結果ですね、高齢者や障害者本人の生活や医療介護に

支障が出ていないかといったところは、しっかりみていく必要があります。ですので、

特に高齢者障害者の方で、判断能力が不十分な場合に関しては、そもそも、この財産を

管理しているご家族との関係は良好なのかどうかであるとか、その管理をしている、し

てもらっていることが、客観的にみて、ご本人の利益にかなっているかどうかっていっ

たところをですね、あの、しっかりアセスメントをとっていくってことも必要になりま

す。で、今、二つの判断に迷うところっていうとこで、ポイントをお伝えしましたが、

やはり皆さんが、これって虐待なのかな、そうじゃないのかなって迷うってことは、あ

の色々あると思うので、ちょっと迷いやすい一例っていうのも挙げておきました。そも

そも、この虐待をしていると思われる人っていうのが、虐待防止法でいう養護者にあた
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るのかな、というところですね。あの、養護者の捉え方っていうのは、国のマニュアル

でそれぞれですね、介護とか、ケアをしている人ではなくって、何らかの世話をしてい

るっていったところが該当してくるので、別に同居をしていなくてもですね、また血の

つながった親族じゃなくっても、いわゆる世話をしているっていうのが、知人であった

りとかであっても、養護者と捉えることがあります。えー、逆に養護者にあたる人も、

障害やご病気をお持ちで、逆に何かケアを受けているみたいな場合には、本当に養護者

にあたるのかなっていったところで、そこからしてですね、虐待にあたるのかなってい

うふうに悩む、迷うこともあると思います。また、虐待と思われる行為が、いつもいつ

も起きていることじゃなくって、今回相談いただいたのって初めてのことだしっていう

と、何か一回ぽっきりのことを虐待って言っちゃっていいいのかしらっていうふうに、

その程度とか頻度でですね、悩まれたりってこともあるかもしれません。で、先ほどの、

あの、ネグレクトのところでもお話しましたが、養護者なりに一所懸命できる限りの介

護はしているんだから、でもその結果こう起きちゃっても、それを虐待を言っていいの

か、えー、心理的な虐待にありますけども、いやいや一方的に怒鳴られてるんじゃなく

って、高齢者障害者も言い返したり、やり返してるから、ただの喧嘩だったりするんじ

ゃないかなって思う。また、いやいや、この家族は昔から暴力とか暴言とか強い言葉で

の会話はあるから、今更これを虐待って言ってもなっていうふうに、まあ、支援者側が

諦めちゃってる部分。それから財産を狙ってですね、家族同士が、例えば長女がですね、

長男がお母さんのお金を取っている。これは虐待だって言ったり、今度、長男の方が長

女が何か色々言ってるっていった形で、そもそも、これ相続の問題なので、虐待なのか

なっていうふうに思ってしまったり。あとは、実際に起きていることとしては虐待なん

だけれども、高齢者や障害者自身がですね、もう大事（おおごと）にしないでっていう

形で、あの対応していく、相談していることに抵抗感をもっていくような場合には、こ

れどうしたらいいんだろうか。それから、通報する側としてはですね、通報や相談して

も果たしてちゃんと対応してくれるのかが不安っていったところで、虐待かどうかって

悩むところもあります。で、虐待対応しなくっても。支援困難事例として通常の支援の

中で対応するだけでもいいんじゃないかっていうふうに、もしかしたら、支援者側の中

には迷うってこともあるかもしれません。ただ、ここでおさえておきたいのは、繰り返
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しになりますが、やはり不適切な扱いから虐待を捉えるっていうことが重要になってき

ます。もちろん虐待防止法の中では養護者による身体的虐待とか心理的虐待というふう

な定義はありますけれども、その定義づけをする前に、特に左側、高齢者の方ですが、

広い意味で、高齢者虐待を高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害され

る状態であるとか生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることと捉えたう

えで、虐待防止法上の対象を規定しているものですよっていうことが書かれています。

一方、右側、障害者の方はそもそも虐待防止法の３条に何人も障害者に虐待をしてはな

らないとなっているので、養護者による、従事者による、使用者による虐待でなかった

としても同様の行為があればですね、そもそも虐待を禁止しているということでは、そ

の虐待防止法の２条でその身体的虐待とか定義してますけれども、その範囲よりも広い

よというふうに考えられている、そこをおさえておく必要があります。 

じゃあ、虐待じゃなかった場合には、先ほどもご質問ありましたね、そのままなんです

か、どういった支援をされるんですかってのがあるんですが、虐待ではなかったとして

も、やはり権利擁護支援の必要がありますので、そこは根拠を持って市町村の方が対応

していくってことになります。虐待防止等のですね、権利擁護支援っていうのは、高齢

者の場合は、そもそも介護保険法の方に規定されている権利擁護業務っていう市町村の

責務の一つになるんですね。同様に障害者虐待に関しては、障害者総合支援法の中で規

定されている市町村の責務です。ちょっと法律で難しいので、次のスライド、その次の

スライドにそれぞれの法的根拠のですね、条文は載せておきましたが、その中で虐待の

防止であるとか、そのための早期発見のための業務とかってところが書かれてるので、

まあ、最初のそもそもが虐待防止法じゃなくって、違う支援をするですね、法律のとこ

ろでもこの虐待の防止は規定されているんだなってことはご理解いただければと思いま

す。ですので、たとえ虐待ではなかったとしても市町村には介入する根拠があります。

虐待防止法が規定した虐待かどうかという見極めポイント１も重要なんですが、それ以

上に広い視点で支援が必要な状態かどうかといったところでみていくことが重要になり

ます。ですので、虐待防止法上、対応の責務がある区市町村、高齢者の場合には、委託

の地域包括支援センター、さらに虐待防止センターがですね、虐待と思われる事例に対

して、虐待かどうか、支援が必要かどうかの二つの視点で事実の確認や情報収集をした
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うえで、権利を守るために必要な支援っていうことを迅速に行っていきます、もちろん、

虐待かどうかの判断は必ず行っていくっていうことは必要になります、それが何故かと

いったところは、ちょっと参考の根拠法令のスライドは飛ばしますけれども、虐待であ

ると判断することの意義っていうこともしっかりおさえておく必要があるんですね。じ

ゃあ、虐待じゃなくっても支援する根拠があるから、全部そちら、いわゆる支援困難事

例であるとか、通常支援でやってしまえばいいじゃないかって思うかもしれないんです

けども、そうではなくって、やっぱりちゃんとですね、虐待防止法がありますので、判

断することの意義があります。その一つに支援対応の責務の所在を明確化にします。要

は支援困難事例であれば、高齢者の場合であれば、全部ケアマネージャーさんにですね、

お任せになってしまったり、それこそ施設の中で起きていることも事業所の中でってこ

とになってしまいますが、そうではなくて、しっかり、虐待を解消して、そして、再発

を防止していくためのですね、支援を市町村が行っていくっていうことが明確化されて

います。そして、支援対象のですね、きちんと明確化されて、その中には、やっぱり養

護者っていったところがですね、あ、高齢者抜けちゃいましたけど、高齢者障害者だけ

ではなくって、その養護者に対する支援もですね、この虐待防止法では位置付けられて

いるので、明確になります。で、介入していくための法律の根拠になっていくわけです

ね。特に虐待に関しては、当事者の方が支援を望まなかったりとか、そういったケース

がある、けれども、解消していくためには関わらなければいけないのが、責務上ありま

すので、その時の法律的な根拠になっています。さらには、市町村権限行使ってありま

すけれども、虐待防止法の中では、市町村に指定されている立ち入り調査権があるとか、

面会を制限する権利であるとか、虐待防止法独自のですね、市町村長に規定されている、

認められている権限ってものがあるので、そういったものをですね、使っていく、ため

に、やはり虐待がどうかの判断ってのは必要になってきます。そういった権限を行使し

なければ救えない命や生活はあるっていうところです。で、さらに、虐待で動いていく

時には、何も市町村に責務があるから市町村が全部やるわけではなくって、やはりチー

ムで対応していきます。ってことは、チーム間で様々な情報を共有したり、また、提供

してもらったりということが必要になるんですが、考えてみていただくと、虐待に関す

る情報って、とてもセンシティブですよね。個人情報満載になります。で、個人情報は、
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本来、本人の同意がなければ、第三者に伝えることだったり、その目的を越えてですね、

利用するってことは、法律で禁止されているんですが、虐待防止法上の事実の確認をし

ていく時には、法令に基づく業務といった形で、たとえ、本人の同意が得られなくって

も、第三者に提供したりするってことが認められる形になりますので、そういった情報

のやり取りをする時の根拠にもなってきます。で、虐待を防止する観点からですね、や

はり施設虐待等に関しては運営を支援していくっていうことも、まあ、一番上のですね、

責務の所在明確化にもなりますけれども、市町村として行っていくってことが可能にな

っていくってことが可能になっていきますので、こういった意義、判断することの意義

っていうこともしっかりおさえていく必要があります。 

えー、講義のまとめになりますけれども、虐待っていうのは、やはり行使侵害、で、特

に命を守らなければいけない、生活が破綻していれば、それをまずは権利侵害か救済し

なければいけないというですね、この図でいえば、生存権の優先をさせていくってこと

が、まずはしなければならない。けれども、権利擁護の工程としては、自己決定、本人

意思の尊重なんですね。なので、最終的には、どんなにですね、介入的な支援をしても、

やはり、ご本人がどう生きていきたいか、どう生活していきたいかという、その意思を

尊重できるような支援に戻していかなければいけない、けれども権利擁護っていうのは

命を守らなければいけないし、ご本人の意思も尊重しなければいけない。この両面、両

方が権利擁護支援になっていきますので、その置かれている状況のところで、まずはど

ちらを優先すべきなのかっていうところもですね、見ていかなければいけないし、その、

本当に危ない状態を決済するためには、虐待防止法であったり、関連する法律を使って

ですね、介入的にでも支援していかなければいけない、けれども、安心安全な守られた

中では、やはり、ご本人の意思の尊重っていったところに戻っていく支援、これがやは

り目指していかなければいけないところだってこともですね、おさえておいていただけ

ればと思います。 

非常に早口で、あの、また今回のちょっと事例のところに必要な要素だけの講義になり

ましたけれども、そういった虐待の捉え方っていったところを皆さんで共通認識を持っ

ていただいたうえで、実際にですね、あの、事例を使って考えていただけたらなと思い

ます。 
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じゃあ、このままですね、事例検討の方に入っていきたいと思いますので、今度、お手

元にですね、資料の５の方も一緒にご用意いただけますでしょうか。資料の５はですね

、ジェノグラムといわれる、えー、こちらのですね、絵の部分と事例情報を①から⑬で

示した事例情報というものをご用意いただいております。これから私の方でですね、事

例概要の説明をさせていただいた後、グループごとにですね、考えていただきたいなと

思っています。で、今回、ご用意した事例に関しては、ちょっと高齢者と障害者が世帯

にいらっしゃるっていったところの事例をご用意させていただきました。で、皆さんは

文字の方のですね、資料５の①から⑬の方と、絵の方をお隣にご用意していただきなが

ら、私の方で読み上げとプラス、あの、ジェノグラムの方に情報があるものは、そちら

の方をご紹介していきたいというふうに思います。 

まずですね、この事例の世帯状況なんですが、絵の方で見ていただくと、二十丸の 78

歳の A さんと四角の二十四角になっている 48 歳の C さんが、それぞれ高齢者、障害者

でご本人といった形で書かせていただいています。じゃあまずですね、A さん 78 歳は、

２年前にご主人、亡くしております。で、今、知的障害、愛の手帳４度を持っている長

男 C さん 48 歳との二人暮らしになっております。で、この A さんの子供は、この C さ

ん以外に、同じ区内に住む長女 B さん 53 歳、この B さんは、ご主人、配偶者がいらっ

しゃいます。というお二人のお子さんをお持ちです。で、A さんはですね、元々、膝関

節変形症があって、歩行が不安定でしたが、半年前、自宅で転倒して、腰椎の圧迫骨折

をしてしまいました。で、入院が必要になって、入院中の検査で、今度、軽度の認知症

も認められまして、お家に帰る際にですね、介護保険の申請を勧められて、要介護 2 の

認定を受けています。認知機能の低下は、短期記憶障害が中心で、薬の飲み忘れとか、

同じことを何度も聞く、約束を忘れてしまう等のエピソードがでています。自宅退院後

は、介護保険サービス（ベッド・歩行器レンタル、訪問リハビリ）の利用を開始してい

ます。お家の中の家事のことはですね、長男 C さんが日々の買物だったり、A さんの服

薬の確認、それから、長女 B さんはですね、週末、A さん、C さん宅を訪問して掃除等

を手伝うということで、A さんと C さんとの二人暮らしが再開されました、という状態

になります。  

で、今度、ジェノグラムの方、絵の方、見ていただきますと、赤い屋根のお家の絵がご

ざいますが、この家はですね、A さん、C さん名義というふうに、ご主人がなくなった

後にですね、名義変更がされていますよっていうことと、あと、文字の方になかった部

分としては、A さんの隣の枠の中に身体的に家事、外出困難になり、まあ、A さん、ち
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ょっと引きこもり傾向がありますよって情報が加わってます。で、緑色の字のところが

、お金関係のところで、年金として月 12 万円、預貯金額は、今、不明ですっていうよ

うな情報が加えさせていただいます。 

では、事例概要の⑦からのところをみていきます。長男 C さんのことになります。長男

C さんは、お父さんが営んでいた会社で、軽作業を手伝っていました。で、両親が決め

たことだったけども、C さん自身、本当は外で働きたいと思っていたってことが分かっ

ています。で、A さんのご主人は、C さんにとっては、お父さんが亡くなった後、自営

業は廃業しています。C さんは、その後も働きたいと思っているんですが、姉の B さん

からですね、お母さんの世話を頼まれて、今はお母さんの介護が自分の仕事だと思って

頑張っている状況です。で、C さんは姉の B さんから言われたことはやっているつもり

ですが、最近ですね、今までやってきたこととか、できていたことなのに失敗をしたり

、また、頼まれていたことを忘れて、B さんから叱責されるのが辛いと思っていること

を A さん、お母さんのケアマネジャーに話したということが、分かってきました。で、

えーと、少しじゃあまた、絵の方を見ていただくと、C さんの横に知的障害、愛の手帳

の４度って書いてありますが、同じくですね、緑色の字が C さんの経済状況です。障害

の方のですね、年金は２級とっているので、月に６万５千円くらいありますが、C さん

の預貯金額も分かりません。金銭管理者は誰かというと、A さんがやっているという情

報が入っています。 

では、また文字の方のですね、⑩から⑬の情報を確認しておきます。訪問リハビリの、

A さんのですね、訪問リハビリのセラピストから、ケアマネージャーさんに「ここ数回

、以前より家の中が荒れているような気がする。食べ残しの菓子パンや洗っていない食

器、鍋等が増えている。A さんの血圧も高くて、計画通りのメニューをこなせない時も

ある。A さんは「息子から渡された薬はちゃんと飲んでますよ」と言うんだけれども、

訪問リハビリのセラピストは、残薬、薬が残っているということを確認しています。A

さんの体重が、最近、減少傾向がみられるんですが、元々減量が必要な体重、ちょっと

ふくよかだったので、まだ許容範囲だとは思うんだけれども、やっぱり栄養が偏ってい

るようで少し心配ということをケアマネに報告しています。その報告を受けたケアマネ

ージャーは、長女 B さんに最近の二人の様子を確認するために電話をしました。B さん

は仕事が繁忙期で、週末訪問しても掃除する時間があまりないこと、薬をちゃんと飲め

ていないことが分かったので、弟の C さんには厳しく言っていますということを確認し

ました。ケアマネージャーが最近のこういう状況を踏まえてですね、訪問介護とかデイ
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サービスをそろそろ始めてはどうか、要は半年前にですね、利用し始めていますが、提

案したが、B さん娘さんは「お母さんが今のままで十分って言ってるし、お金がもった

いないとも言っている。長男にやってもらえばいいと言っているので、サービス増量は

望まない」ということを言いました。A さんと C さんの年金の管理は A さんが昔から行

っていますが、実際は引き出しや支払いは A さんが C さんに頼んでいるので、管理者と

いっても A さんは残高確認が十分にできていないということが分かっています。C さん

に買い物に行ってもらっていますが、お釣りはいつも「お小遣い」と言って C さんにあ

げているってことも分かります。 

 じゃあ、少しジェノグラムの方にみていただいて、情報の追加を確認していこうと思

います。A さんのところから吹き出しが出ているかと思うんですが、ここの上から２行

目ですね、「息子に渡される薬は飲んでいるけれども、血圧が高くてリハビリができな

いこともある」「息子は脂っこいものが好きだけど、私は苦手。でも菓子パンを買って

きてくれるからそれで十分。」「娘は長男に厳しいけど、死んだ父親のように自分がし

っかりしなくちゃと思っているのかもしれない。昔から、弟のことを心配してくれる娘

なのよ」という、A さんのお気持ちの部分が確認されています。 

今度、じゃあ、C さんの吹き出しの部分ですね。えー、文字の方にもあったように、頼

まれていることはしているし、「食事はオレと同じもの（菓子パンとか揚げ物の総菜中

心なんですが、）それをお母さんと一緒に食べてるけど、お母さんは最近あまり食べな

い」「買物のつり銭は好きにして良いと言われているから、ゲームとかに使っている」

「失敗したり、今までできていたことができないことをやはり姉に叱責されるのが辛

い」といったところで、だけどお母さんの面倒見るのが自分の仕事だと思って頑張って

いるよっていうのを確認しています。で、53 歳の B さんはですね、娘さんの方は弟さん

に対して、どうしてできないの、今までやってきたでしょってことや、お母さんのお薬

ちゃんと飲ませてっていうことを確かに叱責しているってことが確認できてるっていう

ような状況です。 

さて、皆さん、この家族ですね、どんなことが起きていると思うでしょうか。で、その

起きていることっていうのが、まあ、虐待に該当するようなこともあるのかなあといっ

た視点でも考えていただきたいと思います。そして、この家族に、誰に対してどんな関

りだったり、支援が必要なんじゃないかなっていったところをですね、皆さんのそれぞ

れの日頃のお立場も踏まえてですね、あの、自由に意見交換していただきたいなという

ふうに思っています。で、だいたいですね、えーと、ごめんなさい、終わりの時間が８
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時までディスカッションっていうふうに思っておりますので、若干、今、５分くらいお

してしまっているんですけれども、あの、グループ内でちょっと初めましてって方もい

らっしゃると思いますので、簡単に自己紹介していただいたうえでですね、この家族に

起きていること、どんなことが起きているかっていうことをですね、虐待かどうかだけ

じゃなくて、広く考えていただきたいというふうに思いますし、どんな支援、関りが必

要かなっていったところをですね、考えていただければと思います。はい、じゃあ、事

例の方はですね、概要を確認しつつ、お話合いをしていただければと思いますので、そ

れぞれにお席に多分、事務局の方がいらっしゃると思うので、グループ内の進行はお任

せいたしますので、始めていただければと思います。お願いいたします。 

 

～～   グループディスカッション   ～～ 

 

〇岸会長 

あの、それでは時間の８時になりました。ちょっと短い時間で恐縮ですけれども、ここ

までお話合いされたところをご発表いただければと思います。よろしいでしょうか。15

分、ちょっと短いですよね、はい。短いところで恐縮ですが、発表していただけるグル

ープからちょっと、お手を挙げていただいてもよろしいですか。積極的にどうぞ、あの、

まあ、この時間だったら、全てのグループで発表できると思いますが、いかがでしょう

か。はい、じゃあ、A グループからお願いいたします。 

 

〇小坂部係長 

それでは、A グループの方です。時間が限られていたので、一人１回くらいしか発言を

回せなかった形ではありました。事例にでてくる３人について意見をまとめました。ま

ず B さんですけれども、こちら認知症についての正しい情報についてしっかりと伝えて

いくことが大切というところですね、この A さんに対しての理解を深めることが必要で

はないかという視点が出ました。あと、C さん関しては、すごく色々と意見が出ました。

実際にですね、C さんには知的障害があるというところをしっかり捉えて教育的な視点

を含めて支援していく、助けていくというところが必要ではないかという意見から、Ｃ

さんに実際に虐待行為があるのか、しているのか、というようなところも含めて確認が

必要です。そして、知的障害のある C さんに対して何ができるのかというところで本人

のアセスメントをしっかりとっていくことが必要ではないかという意見もありました。
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あと、Ｃさんからは働きたいという話も出ていますので、就労的な面も考えることも大

切です。次に、A さんについてです。こちらは、C さんとの兼ね合いもありますけれど

も、体重が減少、あと食事や服薬についてしっかりととれているかというところがあり

ます。あと、経済的なところは、非常に危険な部分です。そのあたりは、成年後見等に

よる支援も必要になるという意見が出ました。このケース A さんと C さん、どちらから

先に支援を進めるべきかという話があり、このケースの場合ですね、まずは A さんとい

うことですね、そのあたりから入っていくことが良いという話がありました。そしてで

すね、A 班には警察の方が入っておりますので、そのあたりの話がありまして、警察の

方では巡回連絡という活動を行っているとういうことで、家庭的なところや生活のとこ

ろで気になるようなところがあったら、警察も一緒に同行していくことも場合によって

はできるという話もありました。A 班の報告は、以上となります。 

 

〇岸会長  

ありがとうございました。それぞれの方の対応とまた、あの警察の方からご助言もあり

がとうございました。はい、では次のグループ、B グループさん、お願い致します。 

 

〇岩﨑係長 

B グループです。B グループでは、家族で金銭管理ができていないのではないかという

ことが課題ではないだろうかということが出ました。A さんがこれから介護サービスを

使うにしても、お金がいくらあって、どのくらい介護サービスに使っても大丈夫なのか

ということを明らかにできればもう少しサービスに使うこともできるのではないかと考

えました。家族でお金がどうなっているかいうことを具体的に話しができればいいので

すが、B さんが C さんにつらく当たるというようなことがあるので、兄弟であっても金

銭の話をするのが難しいのであれば、社会福祉協議会の金銭管理を使うなどして、もっ

と介護サービスが受けられるようにしたらいいのではないかという意見が出ました。そ

れから C さんについてですけれども、C さんは他のところで働きたいというご希望もあ

るということなので、お母様の世話をさせられているということが、束縛されているん

じゃないかというふうにも考えられます。また B さんから責められていることもありま

すし、A さんの体重が減少しているということについても、C さんが食事作りを担わな

くてはならなくなっているけれども、C さんがうまくできていない状態であるので、C
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さんに対してもいろいろな支援が入っていった方がよいのではないかという意見が出ま

した。 

 

〇岸会長 

ありがとうございます。はい、金銭管理ということで、まあ、金銭の見通し等を家族で

話合ってもらう、あるいは社協の協力を得るということ、また C さんのね、働きたいと

いう気持ちを尊重していくような支援も必要だということでお話いただきました。では、

C グループさんお願いいたします。 

 

〇的場委員 

千代田区立障害者福祉センターえみふるの的場です。よろしくお願いいたします。C グ

ループの方は、高齢と障害、あとまあ、警察の方というところでお話ありました。えー

と、まあ、具体的な支援のところだったりとか、あとはこの後に、今回、虐待防止って

いう観点からなので、どういったのが虐待として、可能性があるかなあというようなお

話がありました。まあ、金銭のところは、皆さんでお話し出てましたけど、まあ、社協

さんのお力借りたりとか、あとは、C さんですね、C さん、まあ知的障害あるっていう

ところで、あの、まあ生活環境だったりとか、またお仕事ね、されたいというようなお

話もありましたので、相談支援専門員ですね、高齢者でいうケアマネージャーさんみた

いな役割の、お仕事なんですが、まあ、そういった方を、支援者に入れてサービスの方

を組み立てたらどうかっていうようなご意見だったりとか、あとは、えーとまあ、意思

決定というところで、そもそも、まあ、A さん、C さんはどういった生活望まれている

のかっていうところ、まあ、そこはもちろん、思いと現実とのずれっていうところはも

ちろんあるとは思うんですが、まあ、そのあの思いに対して、まあ、周りの支援者は、

どう、どう関われるのかっていうところをまあ考えるのが必要なんじゃないかなとかで

すね、あとはまあ、警察として何かまああった時に、救急とかあった時に、まあ、確認

はしますけど、特に、例えばね、押し入っちゃうとかというところで警察の介入っての

はなかなか難しいというので、まああの、行政とかに通報するぐらいしか正直ないです

っていったお話があって、まあ、もちろん暴力とかあれば別なんですけど、今の時点で

はそういったお話もないのでというようなところでお話がありました。あとはまあ、個

人的には、やはりまあ、お父様亡くなられた時点で、やはり、今後のことっていうのを

まず家族で話し合われるのが、そもそも必要だったんじゃないかなと、まあ、こういっ
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たケースは、状況っていうのは想定されることなので、やっぱり、それができてなかっ

たので、まあ、なってから、色々わだわだと出てきてるケースなのかなというふうに思

いました。あと、虐待防止のところでいうと、ごめんなさい、まず C さんが A さんに対

しては、まあネグレクトというところですかね。あと、B さんから C さんに対しての、

まあ、精神的な虐待ですね、はい。あとはまあ、財産のところで、家があれですかね、

A さん C さん名義ってありますので、まあ、例えばどちらかが亡くなられた時とかは、B

さんが、言い方悪いですけど、勝手に、何か色々、こう相続権を放棄させたりとか、何

かそういったところでの経済的虐待っていうところに、まあ、発展する可能性があるか

なというところで話がされました。はい、以上です。 

 

〇岸会長  

ありがとうございます。虐待の可能性についても挙げていただきました。また、やはり、

あの遡るとこのお父さんが亡くなった時に、話し合いができるとよかったなというのが、

とても重要な指摘と思います。ありがとうございます。じゃ、最後、D グループ、お願

いいたします。 

 

〇宮本 

はい、D グループです。まず、A さんと C さんの関係の課題が、いくつか挙がりました。

Ａさんの夫が生きていらっしゃる時は、うまくバランスをとれていたのが亡くなってし

まい、昔はＡさんがＣさんをみていた生活だった立場が、逆になってしまったのではな

いかというご意見が挙がりました。また、今までできていたことが何故か途中からでき

なくなってしまったというところで、色んな経験っていうのは、この家族の中でしてき

たとは思うんですが、Ａさんができなくなってしまったところにつられて、一緒に経験

を学ぶことができなくなって、世界が狭くなってしまったからではないかっていうご意

見が出ました。また、C さんに対しては、家族全体で追い込んでいるのではないかとい

うご意見も出ました。B さんも、第三者の意見のような形で言っていて、委縮させてい

るような感じではないかということのご意見が出ました。今後どうすればいいかという

ところで意見は二つに割れ、まず、生活保護や後見人をそれぞれにつけて緩やかに世帯

分離をしていったらいいんではないかというご意見が出ました。２人を別れさせるとい

う意味合いではなくＡさんもＣさんも楽になろうねという説得の仕方で施設に入ること

が、A さんにとって、幸せかどうかも分からないので、まずは今、お食事に関してかな
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り課題があるので、配食サービスとか、ケアマネさんが、家族の支援として入って、色

んなサービスの調整をしていったらどうかというようなご意見が出ました。虐待に関し

てなんですけれども、Ａさんの年金があって、菅理をしているのは、やはりＣさんなの

で、これは支配的な感じになっているので、経済的虐待になってきてしまうのではない

でしょうかというご意見も出ました。以上です。 

 

〇岸会長  

ありがとうございます。家族の立場のね、逆転という視点をもっていただきまして、で

まあ、今後の方策についても具体的に挙げていただきました。ありがとうございます。

４グループ、短い時間でですね、非常にたくさんの意見を出していただきました。最後

にまとめとそれから助言ということで、髙橋委員からお願いできればと思います。 

 

〇髙橋委員  

皆さん、本当、短い時間の中で、皆さん、ありがとうございました。あの、まさにです

ね、今回、私が作った事例検討の狙いとしては、虐待につながるリスクっていったとこ

ろをどうみていくかっていった部分だったり、まあ予防的な支援をですね、考えていた

だけたらなというふうに思って、作ってきました。で、皆さんから出たご意見、その通

りだなあといったところと、あ、そこをきちんとみていただけているなあといったとこ

ろでは非常に安心もしましたし、あの嬉しいなあと思ったんですけども、あとやはりで

すね、一見するとそれぞれがそれぞれ思ってですね、あの何となく生活できてるなあっ

てみえるかもしれないんですが、やっぱりぞれぞれの思いっていたところが、実はぶつ

かっていたり、我慢をしていたりとか、もう昔からそうだからというふうに諦めている、

っていうようなところもあるので、今一度ですね、まあ、家族での話し合いもそうなん

ですが、第三者が入っていくことによってですね、それぞれの意思っていったところを

確認して、こう尊重していけるような関りができるといいのかなと思います。そういっ

た意味では、C さんも自分の仕事だと思って、お母さんの介護頑張ってるって言ってる

けども、本当は働きたい、外で働きたかったというところを考えていくのと、やはり、

障害者虐待防止の中にも尊厳保持や権利利益の擁護プラス、自立支援、社会参加といっ

たところの視点も重要になってますので、そういった意味でも C さんのこれから、まだ

ちょうど 48 歳ですし、まだまだ働けるってところもあるし、で、世界が家族の中で終

わってしまっていて、知人や友人って呼べる人もいないっていうなかだと、C さん自身
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のですね、これからっていったところを広げるきっかけにもなっていくと思うので、そ

ういったとこではご意見としても出てきた、就労支援であったり、まあ、今、サービス

何も使っていないけれども、あの、与えられる支援、サービスだけではなくって、サー

ビスを使うことで C さんの世界が広がっていく、といったところのですね、様々な支援

者の関わりだったり、それを調整する、やはり、あの相談員の存在だったりっていった

ところが必要かなっていうのもあると思います。ですから、A さんが C さんを抱え込ん

でしまっているってことが、C さん自身の自立を阻害しているっていうようなところで

は、場合によっては、A さんが C さんに対する、その、必要な支援を入れなかったって

ところでの、まあ、ネグレクトだったり、っていうことのですね、リスクってこともあ

るかなと思います。また、A さん自身がですね、現状認識が、まあ、適切にできていな

いかなあという、それが認知症によってってところもあるかもしれないし、これまでの

ですね、やはり、長年の障害を抱えた息子さんとの関係の中でですね、息子ができるこ

と、できないことも含めて、やっぱり、認識のところが難しかったりってところがある

と思います。で、息子がやってくれるから大丈夫っていうのをしきりに言うんだけれど

も、じゃあ、C さん自身できてるのかなっていったところが、実際はできなくなってい

る部分とかもでてきていると思います。で、しかもできなくなったことに対して、お姉

さんが叱責されるというか、強く当てられてしまっているってことも A さんは分かって

いない、ってこともあるかもしれません。娘は、弟思いなのよ、心配してるの、だから

強く言っちゃうのよっていうふうな発言はありましたけども、それがやっぱり C さんは

お姉さんから言われると辛いんだといったところを、お母さん、A さんの方は分かって

いない、ってことがあるかもしれないので、やはりそういった意味でも C さんの精神的

な負担だったりっていったところから解放していくっていうようなことは必要になるの

かなと思います。 

それから、皆さんも経済的なところ、かなり私も情報をふんわりと出しましたけれども、

本当にお金があるのかないのか、経済的に厳しいからサービス入れられない、入れなく

ていいって A さんは言っているけれども、もしかしたらおつりと称してですね、お小遣

いと称しておつりを渡しているところで、C さんの金銭管理能力、使用能力もそうです

けども、１万円だして、おつりが８千円だとしても、全部小遣いにってなると、どんど

んどんどん目減りしてってるってこともあるかもしれないので、やはり経済的な部分で

の支援っていったところが、法制度を使ったりとかですね、そもそも家族として、ちゃ

んとお金のこと分かってるっていったところはですね、やはり話し合いが必要かなとい
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うのもあるかなと思います。えー、それからですね、えー、まあやっぱり、B さんが C

さんに、その強く当たるってところでは、それが怒鳴ってるってところになってくると、

やはり心理的な虐待含めてですね、あの、強くなってくるかなと思いますし、委縮して

しまうと、どんどん C さんができていることができなくなってしまったりってこともあ

るかもしれません。で、なぜ C さんが今までできていたことができなくなっているのか

っていったところにも、しっかりフォーカスを当てていかないと、やっぱり C さんが持

っている力っていうのが、どんどん奪われてってしまうってことにもなります。あとは、

知的障害で、まだ 48 歳ですけども、知的障害の方は認知症の始まりが早いっていうよ

うな、あの医学的な部分もあるので、それが 50 代になってくると、今まではできるこ

とをのばしていくっていう、その障害の支援だったものが、やっぱりできなくなってき

てるってことを何でできないんだっていうような関わりではなくって、できなくなって

くるところをどう補っていくかっていう支援に周りがですね、変わっていかなければい

けない、ってところも今後出てくるかなと思うと、やはり、C さんや B さんの状態って

ことをしっかりおさえておくっていうことは、必要かと思います。 

それから、C さんのそういった意味では、生活支援、自立支援、社会参加支援ってとこ

ろの検討はとても必要かなあと思いますし、あの、家族をですね、どうみるかってとこ

ろで、やっぱりバランスが変わってきた、あの、それこそ、よく虐待っていうのは、家

族システムが機能不全を起こした時に生じやすいっていうのが、確かに色んなことが同

時期に起ったり、っていうと、どこの家族にも起こっておかしくないことなんですね。

今まで中心だったお父さんっていったところが、この家族のバランスをとっていたのが、

その中心がいなくなることで、皆、それまでと変わらずやっているつもりだけれども、

あの、バランスを崩してしまったりってところでですね、きっかけとして色んなことが

出てくるってことはあるので、今回は誰に対してどういうことだけじゃなくて、家族の

中でどういうことが起きてますか、っていう投げかけで皆さんに考えていただきました

が、実際に、こう、虐待の事例をみていく時、やっぱり、家族の中のどこで起きてるの

か、誰と誰だけではないってところの視点もすごく重要になってくるので、あの、ぜひ、

ちょっと今回、短い時間でしたけれども、この事例検討を通して、予防的な関りである

とか、あ、これ、もしかしたら、このまま放置しとくと、皆さん結果であったように経

済的な虐待やネグレクトであるとか、それが本当進行しちゃうと、言うだけじゃなくて

叩いちゃったりってことも出てくるかもしれないので、ぜひ、あの、こういった状況の
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ところからですね、やれること、関わっていくことっていうのも、あの、見つけていた

だけるといいかなと思います。以上です。 

 

〇岸会長  

髙橋委員、あの、まとめとそれから助言ありがとうございました。あの、ご質問もある

かと思いますが、時間がおしておりますので、えー、これで事例検討終わらせていただ

きます。髙橋委員に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました、はい、

皆様もご協力いただきまして、ありがとうございました、では、議事が終了しましたの

で、事務局の方にマイクをお返しいたします。 

 

〇清水課長  

岸会長、髙橋委員、そして皆様方の本日は熱心なご議論をいただきまして、誠にありが

とうございました。最後に、皆様、お疲れのところ、大変恐縮でございますが、本日の

会議についてのアンケートをご記入いただき、事務局の方にご提出をお願いいたします。

以上をもちまして、本日の会議を終了といたします。お疲れさまでございました。あり

がとうございました。 

 

＜閉会＞ 


